
国立大学法人東京農工大学における教育職員免許状取得に関する履修規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学における教育職員免許状取得に関する履修規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学における教育職員免許状取得に関する履修規程 

平成１６年４月７日 

１６ 教 規程第１８号 

 

第１条 省略 

 

（免許状の種類） 

第２条 本学において教育職員免許状の取得資格を得ることのできる免許状の種類 

は、次の表のとおりとする。 

 

（免許状取得に必要な単位数） 

第３条 中学校教諭１種及び高等学校教諭１種の免許状を取得しようとする者は、教

養科目等について別表第１に定めるところにより８単位以上を、教科に関する科目

学部及び学府 免許状の種類 

 

 

 

農 

学 

部 

生物生産学科 

応用生物科学科 

環境資源科学科 

地域生態システム学科 

獣医学科 

 

理 科 

コース 

 

中学校教諭１種免許状（理科） 

高等学校教諭１種免許状（理

科） 

生物生産学科 

応用生物科学科 

環境資源科学科 

地域生態システム学科 

獣医学科 

 

農 業 

コース 

 

高等学校教諭１種免許状（農

業） 

工

学

部 

省略 省略 省略 

大

学

院 

省略 省略 省略 

 

 

 

 

第１条 省略（現行どおり） 

 

 

第２条 省略（現行どおり） 

 

 

 

第３条 省略（現行どおり） 

 

学部及び学府 免許状の種類 

 

 

 

農 

学 

部 

生物生産学科 

応用生物科学科 

環境資源科学科 

地域生態システム学科 

（削る） 

 

理 科 

コース 

 

中学校教諭１種免許状（理科） 

高等学校教諭１種免許状（理

科） 

生物生産学科 

応用生物科学科 

環境資源科学科 

地域生態システム学科 

（削る） 

 

農 業 

コース 

 

高等学校教諭１種免許状（農

業） 

工

学

部 

省略（現行どおり） 省略（現行どお

り） 

省略（現行どおり） 

大

学

院 

省略（現行どおり） 省略（現行どお

り） 

省略（現行どおり） 

 

 



については、別表第２に定める単位数を、教職に関する科目については、別表第３

に定める単位数を、中学校教諭１種免許状を取得しようとする者は３１単位以上、

高等学校教諭１種免許状を取得しようとする者は２５単位以上を、教科又は教職に

関する科目については、中学校教諭１種免許状を修得しようとする者は８単位以上、

高等学校教諭１種免許状を取得しようとする者は１６単位以上をそれぞれ修得しな

ければならない。 

２ 省略 

 

第４条～第６条 省略 

 

   附 則 省略 

 

 

別表第１ 省略 

 

別表第２（第３条関係） 

 教科に関する科目 

農学部 

 生物生産学科～地域生態システム学科 省略 

  

獣医学科 

 （理科コース） （表省略） 

 （農業コース） （表省略） 

 

別表第３～別表第５ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

２ 省略（現行どおり） 

 

第４条～第６条 省略（現行どおり） 

 

   附 則 省略（現行どおり） 

   

 

別表第１ 省略（現行どおり） 

 

別表第２（第３条関係） 

 教科に関する科目 

農学部 

 生物生産学科～地域生態システム学科 省略（現行どおり） 

 

 （削る） 

（削る） 

（削る） 

 

別表第３～別表第５ 省略（現行どおり） 

附 則（２４教規程第５１号） 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 


